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１ 

 

福島県教育委員会初任者研修実施要綱 

 

平成元年３月２日 

福島県教育委員会 

第１ 目  的 

初任者研修は、新任教員に対して、教育公務員特例法第23条の規定により、現職研修の一環とし

て１年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させることを目的

とする。 

 

第２ 対  象 

１ 初任者研修の対象となる新任教員（以下「初任者」という。）は、新たに公立の小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、特別支援学校（以下「小学校等」という。）の教諭となった者とする。 

２ 次の者は初任者研修の対象としないものとする。 

(1) 教諭として国立、公立又は私立の学校において１年以上勤務した経験（臨時又は期限付教員の

経験を除く）を有する者 

(2) 臨時的に任用された者 

(3) 期限付で任用された者 

(4) 特別免許状を有する者 

３ 県教育委員会又は市町村教育委員会は、その所管する小学校等の初任者について、年間研修計画

及び年間指導計画に従い、１年間の初任者研修を受けさせるものとする。 

 

第３ 実施方法及び内容 

１ 初任者研修の方法については、次の(1)から(4)により実施する。 

(1) 研修全般にわたり指導及び助言に当たる指導教員と教科指導について指導及び助言に当たる教

科指導員を置く方式（以下、「指導教員・教科指導員方式」という。）を、高等学校及び特別支

援学校の高等部において実施する。 

(2) 研修全般にわたり指導及び助言に当たる拠点校指導教員と校内における研修についてのコーデ

ィネーター役の校内指導教員を置く方式（以下、「拠点校方式」という。）を、小・中学校（義

務教育学校を含む。以下同じ。）及び特別支援学校の小・中学部において実施する。 

(3) 研修全般にわたり指導及び助言に当たる校内指導教員を置く方式（以下、「一人配置校方式」

という。）を、小・中学校のうち拠点校指導教員の配置が困難なへき地の学校等で実施する。 

  (4) 研修コーディネーターの支援の下、研修全般にわたり指導及び助言に当たる研修リーダー及び

校内指導教員を中心としたメンターチームを置く方式（以下、「メンター方式」という。）を、

小・中学校及び特別支援学校の小・中学部において実施する。 

２ 初任者は、学級又は教科・科目を担当するものとする。ただし、校長は初任者の担当授業時数及

び校務分掌を軽減することができるものとする。 

３ 初任者は、校内において指導教員、教科指導員、拠点校指導教員、研修コーディネーター、研修

リーダー、校内指導教員（以下、「指導教員・拠点校指導教員等」という。）を中心とする指導及

び助言による研修（年間150時間以上）を受けるとともに、校外において教育センター等における研

修（年間22日、そのうち長期休業期間中４日程度）を受けるものとする。 

４ 初任者は、宿泊研修（４泊５日程度）を受けるものとする。 

 

第４ 実施協議会 

１ 県教育委員会は、次の事項について協議を行うため、県教育センター内に「福島県初任者研修等

実施協議会」（以下「実施協議会」という。）を設置する。 



２ 

 

(1) 年間研修計画 

(2) その他実施上の諸問題 

２ 実施協議会の会長は、県教育センター所長をもって充てる。 

 

第５ 年間研修計画 

１ 県教育委員会は、年間研修計画を作成する。 

２ 年間研修計画においては、第３に定める事項のほか、指導教員・拠点校指導教員等を中心とする

指導及び助言による研修、校外における研修及び宿泊研修の指導項目及び時期その他必要な事項を

定めるものとする。 

３ 市町村教育委員会は、県教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、地域の実情に配慮して、

当該市町村における年間研修計画を作成するものとする。 

 

第６ 年間指導計画 

１ 校長は、県教育委員会又は市町村教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、教職員組織や地

域の状況等学校の実情に配慮し、指導教員・拠点校指導教員等の参画を得て、当該学校における年

間指導計画を作成するものとする。 

２ 年間指導計画においては、校外における研修との関連に配慮して、指導教員・拠点校指導教員等

を中心とする指導及び助言による研修の項目及び時期その他必要な事項を定めるものとする。な

お、指導教員・拠点校指導教員等を中心とする指導及び助言による研修が円滑に実施できるよう、

研修時間については、あらかじめ週時間割表に組み入れるものとする。 

この場合、研究授業指導が十分に行われるように配慮するものとする。 

 

第７ 指導教員・拠点校指導教員等を中心とする校内体制 

１ 指導教員・拠点校指導教員等は、校長、副校長及び教頭の指導の下で、年間指導計画に従い、初

任者に対して指導及び助言を行うものとする。 

２ 校長、副校長及び教頭は、年間指導計画に従い、指導項目に応じて初任者の指導及び助言に当た

るものとする。 

３ 指導教員・拠点校指導教員等以外の教員は、校長、副校長及び教頭の指導の下に、年間指導計画

に従い、指導教員・拠点校指導教員等と連携しつつ、初任者の指導及び助言に当たるものとする。 

４ 指導教員・拠点校指導教員等は、校長、副校長、教頭及び指導教員・拠点校指導教員等以外の教

員による初任者に対する指導及び助言の状況を把握し、年間を通して系統的、組織的な研修が行わ

れるようにしなければならないものとする。 

５ 校長は、指導教員・拠点校指導教員等を援助する学校全体としての協働的な体制を確立するとと

もに、これを校務分掌組織に位置付けるものとする。 

６ 校長は、指導教員・教科指導員方式においては初任者が校外における研修を受ける間、指導教員

又は必要に応じて指導教員以外の教員が授業を行うなど、授業が適切に行われるように配慮するも

のとする。なお、拠点校方式、一人配置校方式及びメンター方式においては、校外研修の後補充非

常勤講師等により適切に行われるように配慮するものとする。 

７ 指導教員・拠点校指導教員等が指導及び助言に当たる時間は、準備及びまとめの時間を含めて年

間270時間以上とする。 

８ 拠点校指導教員が指導及び助言に当たる時間は、準備及びまとめの時間を含め、一人の初任者に

対して年間210時間以上とする。また､校内指導教員は他の教員と連携し、校外研修、拠点校指導教

員による研修以外の日に指導及び助言に当たり、準備及びまとめの時間を含め、年間60時間以上行

うものとする。 

９ 拠点校指導教員の配置が困難なへき地学校等においては、校内指導教員が他の教員と連携し、指

導及び助言に当たり、準備及びまとめの時間を含め270時間以上行うものとする。 



３ 

 

10 メンター方式で初任者研修を実施する学校においては、研修コーディネーターの支援の下、研修

リーダー及び校内指導教員が他の教員と連携して初任者の指導及び助言に当たり、研修の成果や課

題を共有する時間を必要に応じて随時設けながら、年間150時間以上行うものとする。 

 

第８ 指導教員 

１ 指導教員は、初任者の所属する高等学校及び特別支援学校（高等部）の副校長、教頭、教諭又は

講師の中から、原則として、当該校の校長の意見を聴いて、県教育委員会が命じるものとする。 

２ 県教育委員会は、指導教員を命じることができるようにするため、当該学校に対し、補充教員に

ついて措置を講じるものとする。 

３ 校長は、指導教員による初任者に対する指導及び助言が円滑に実施できるようにするため、指導

教員の担当授業時数及び校務分掌を軽減するものとする。 

 

第９ 教科指導員 

１ 高等学校及び特別支援学校（高等部）において、指導教員の免許状が、初任者の免許状と異なる

場合は、初任者に対して教科に係る指導及び助言を行わせるため、教科指導員を置くことができる

ものとする。 

２ 教科指導員は、初任者の属する高等学校及び特別支援学校（高等部）又はその他の学校の副校長､

教頭、教諭若しくは講師の中から、原則として、当該初任者の所属する学校の校長の意見を聴い

て、県教育委員会が命じるものとする。 

３ 県教育委員会は、２により教科指導員を命じることができるようにするため、補充教員について

措置を講じるものとする。 

４ 校長は、教科指導員による初任者に対する指導及び助言が円滑に実施できるようにするため、必

要に応じて教科指導員の担当授業時数及び校務分掌を軽減するものとする。 

 

第10 拠点校指導教員 

１ 小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）の拠点校指導教員は、学校の教諭等の中から教育事

務所等の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が命じるものとする。 

２ 県教育委員会は、拠点校指導教員を命じることができるようにするため、当該学校に対し、補充

教員について措置を講じるものとする。 

３ 校長は、拠点校指導教員による初任者に対する指導及び助言が円滑に実施できるようにするため、

拠点校指導教員の担当授業時数及び校務分掌を軽減するものとする。 

 

第11 研修コーディネーター 

１ メンター方式で初任者研修を実施する小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）の研修コーデ

ィネーターは、学校の教諭等の中から、教育事務所等の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委

員会が命じるものとする。 

２ 県教育委員会は、研修コーディネーターを命じることができるようにするため、当該学校に対し、

補充教員について措置を講じるものとする。 

３ 校長は、研修コーディネーターによるメンターチーム及び初任者に対する指導及び助言が円滑に

実施できるようにするため、研修コーディネーターの担当授業時数及び校務分掌を軽減するものと

する。 

４ 研修コーディネーターは、メンターチームの研修リーダーや校内指導教員と連携し、各学校の実

態に合った指導をするものとする。 

 

 

 



４ 

 

第12 研修リーダー 

１ メンター方式で初任者研修を実施する小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）の研修リーダ

ーは、初任者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭又は教諭の中から、校長の意見を聴いて、

当該学校を所管する教育委員会が命じるものとする。 

２ 研修リーダーは、メンター方式で初任者研修を実施する小・中学校及び特別支援学校（小・中学

部）に１名配置する。 

３ 研修リーダーは、校内指導教員を兼務できるものとする。 

 

第13 校内指導教員 

１ 小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）の校内指導教員は、初任者の所属する学校の副校

長、教頭、主幹教諭又は教諭の中から、校長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が命

じるものとする。 

２ 校内指導教員は、初任者の所属する学校に１名配置する。なお、複数配置校においても同様とす

る。 

３ メンター方式で初任者研修を実施する小・中学校及び特別支援学校（小・中学部）の校内指導教

員は、初任者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭又は教諭の中から、校長の意見を聴いて、

当該学校を所管する教育委員会が命じるものとする。 

 

第14 非常勤講師 

１ 市町村立学校 

(1) 県教育委員会は、初任者研修に伴い必要になる非常勤講師等の人数に応じて非常勤職員等を任

命し、市町村教育委員会の求めに応じて、当該非常勤職員等を市町村教育委員会に派遣するもの

とする。 

(2) 市町村教育委員会は、当該非常勤職員を非常勤講師に任命し、初任者研修に係る学校に勤務す

ることを命じるものとする。 

(3) 県教育委員会は、一人配置校方式の学校に、校内指導教員の後補充非常勤講師を任命し、市町

村教育委員会の求めに応じて、当該非常勤職員を市町村教育委員会に派遣するものとする。 

(4) 県教育委員会は、校外研修の後補充非常勤講師を任命し、市町村教育委員会の求めに応じて、

当該非常勤職員を市町村教育委員会に派遣するものとする。 

(5) 市町村教育委員会は、当該非常勤職員を非常勤講師に任命し、当該校内指導教員や校外研修後

補充に係る学校に勤務することを命じるものとする。 

２ 県立学校 

(1) 県教育委員会は、指導教員又は教科指導員を命じることに伴い必要になる非常勤講師の人数に

応じて非常勤講師を任命し、当該指導教員又は教科指導教員に係る学校に勤務することを命じる

ものとする。 

(2) 県教育委員会は、拠点校方式における校外研修の後補充非常勤講師を任命し、当該学校に勤務

することを命じるものとする。 

 

第15 校長等連絡協議会 

初任者研修を円滑かつ効果的に実施するため、校長、指導教員及び教科指導員の連絡協議会並び

に校長、拠点校指導教員の研修会を開催するものとする。 

 

 

 

 

 



５ 

 

第16 年間指導計画書及び指導報告書 

１ 校長は、当該学校における年間指導計画書及び指導報告書を当該学校を所管する教育委員会に提

出するものとする。 

２ 市町村教育委員会は、当該市町村における年間研修計画書及び年間研修報告書を県教育委員会に

提出するものとする。 

この場合、市町村教育委員会は、１の年間指導計画書及び指導報告書を添付するものとする。 

 

第17 補  則 

別に定める「福島県教育委員会新規採用養護教諭研修実施要綱」、「福島県教育委員会新規採用学

校栄養職員研修実施要綱」に基づく研修についての協議は、第４実施協議会の中で行うものとする。 

 
附 則 

この要項は平成元年４月１日より施行する。 
附 則 

平成２年２月26日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成３年３月26日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成４年２月19日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成５年２月17日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成11年１月８日 一部改正 同年２月１日から施行 
附 則 

平成15年２月25日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成16年２月17日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成17年１月26日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成18年１月23日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成19年１月19日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成20年２月18日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成26年10月31日 一部改正 平成27年４月１日から施行 
附 則 

平成28年１月25日 一部改正 同年４月１日から施行 
附 則 

平成30年１月30日 一部改正 同年４月１日から施行 
 附 則 
   平成31年１月30日 一部改正 同年４月１日から施行 
 附 則 
   令和２年１月31日 一部改正 同年４月１日から施行 



６ 

 

初任者研修の概要 

 

教員公務員特例法第 23条の規定に基づき、県教育委員会が新任教員に対して１年間の研修を義
務付けて実施するものである。 
 

 
初任者研修は、新任教員に対して、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得させ

ることを目的とする。 
 

 
新たに公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の教諭となった者が研

修を受けるが、次の者は対象外となる。 
・ 教諭として国立、公立、私立の学校において１年以上勤務した経験（臨時又は期限付教
員の経験を除く）を有する者 

・ 臨時的に任用された者 
・ 期限付で任用された者 
・ 特別免許状を有する者 
 

 
新任教員の時期は、教職への自覚を高めるとともに、円滑に教育活動に入り自立して教育活動

を展開していく素地をつくる上で極めて大切である。 
そのため、この時期に実践的指導力と使命感を養うとともに、幅広い知見を得させることを目

的とする初任者研修を組織的、計画的に実施し、その後の教員としての職能成長の基盤を形成する。 
さらに、福島県教職員現職教育計画における教職員研修の起点として位置付け、その後の教職

生活へ発展させるよう配慮する。 
 

 
教職生活の全体にわたって教員の資質・能力の向上を図るための起点として、現職教育計画の

中に体系化して実施するものであり、「福島県教育委員会初任者研修実施要綱」に基づいて行うも
のである（下図参照）。 

 
 

１年間にわたって実施する。次年度への繰り越しのない研修なので、確実な実施が望まれる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県教職員研修体系図 

初任者研修とは？ 

目的は？ 

対象者は？ 

基本方針は？ 

進め方は？ 

期間は？ 
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Ⅰ 小・中学校初任者研修年間研修計画作成要領（市町村教育委員会用）

福島県教育委員会

はじめに

初任者研修年間研修計画作成要領は、市町村教育委員会において、初任者研修実施要綱第５に基づ

き年間研修計画を作成する場合の参考に供するものである。

Ⅰ 総 則

１ 市町村教育委員会は、県教育委員会が作成する「初任者研修年間研修計画」及び「年間指導項目」

に基づき、年間研修計画を作成するものとする。

２ 年間研修計画の作成に当たっては、学校における年間指導計画が教職員組織や地域の状況等学校

の実情に応じて作成できるように配慮するものとする。

Ⅱ 校内における研修及び校外における研修

（方 法）

１ 初任者は、原則として学級又は教科等を担当しながら、１年間校内において拠点校指導教員及び

研修コーディネーターを中心とする指導及び助言による研修を受けるとともに、校外において教育

センター等における研修を受けるものとする。

（時 間）

２ 拠点校指導教員が指導及び助言に当たる時間は、準備及びまとめの時間を含め、１人の初任者に

対して年間210時間以上とする。また、校内指導教員は他の教員と連携し、校外研修、拠点校指導教

員による研修以外の日に指導及び助言に当たり、準備及びまとめの時間を含め、年間60時間以上行

うものとする。

なお、拠点校指導教員の配置が困難な学校においては、校内指導教員が他の教員と連携し指導及

び助言に当たり、準備及びまとめの時間を含め、年間270時間以上行うものとする。

また、メンター方式で研修を行う学校においては、研修コーディネーターの指導の下、メンター

チームの研修リーダー及び校内指導教員が他の教員と連携し指導及び助言に当たり、研修の成果や

課題等を共有する時間を必要に応じて随時設けながら、年間150時間以上行うものとする。

３ 校外における研修日数は、月２～３日を目安とする（長期休業中は除く）。

（内 容）

４ 研修内容については、初任者の必要性等に応じて精選・重点化を図るとともに授業の展開や進度

及び初任者の指導力の状況等に応じて適時性と系統性をもたせるようにする。

５ 校内における研修及び校外における研修は、基礎的素養、学級経営、教科指導、特別の教科 道

徳（以下「道徳科」）、特別活動、総合的な学習の時間、外国語活動・外国語（小学校）、生徒指導等、

教員としての職務遂行に必要な事項について実施する。

（校内における研修）

６ 校内における研修は、学校における教育活動の実際及び学校の実情に即して行うものとする。

この場合、校外における研修との間に重複等が生ずることがないよう、相互に関連を図り、実施

するように配慮するものとする。

（拠点校指導教員及び研修コーディネーターを中心とする指導及び助言）

７ 拠点校指導教員及び研修コーディネーターは、校長、副校長及び教頭の指導の下に、年間指導計

画に従い、初任者に対して指導及び助言を行うとともに、初任者の教育活動等に関する種々の相談

に応ずるものとする。
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８ 校長、副校長及び教頭は、年間指導計画に従い、指導項目に応じて、初任者の指導及び助言に当

たるものとする。

９ 拠点校指導教員及び研修コーディネーター以外の教員は、校長、副校長及び教頭の指導の下に、

年間指導計画に従い、拠点校指導教員と連携しつつ、初任者の指導及び助言に当たるものとする。

10 拠点校指導教員及び研修コーディネーター等の指導及び助言は、研究授業指導、授業参観指導、

生徒指導、学校教育全般についての指導により行うものとする。

この場合、研究授業指導を十分行うよう配慮するものとする。

11 拠点校指導教員及び研修コーディネーターは、校長、副校長、教頭及び拠点校指導教員以外の教

員による初任者に対する指導及び助言の状況を把握し、年間を通して系統的、組織的な研修が行わ

れるようにしなければならないものとする。

12 拠点校指導教員及び研修コーディネーター等の職務には、指導計画書案の作成、初任者の指導案

の事前検討や指導記録の整理等指導のための準備、指導記録や指導報告書案の作成等指導後の処理、

初任者の指導及び助言に必要なすべての業務を含むものとする。

（校外における研修）

13 校外における研修は、基礎的・基本的な内容について、講義、演習及び実技指導を行うとともに、

他の校種の学校、研究発表集会等研修、講演会等への参加、社会奉仕体験活動研修等を行うものと

する。

14 宿泊研修は、校外における研修の一環として、初任者に対して各種の教育的経験を得させるとと

もに、教員の相互交流を深めさせるため、４泊５日程度の日程により行うものとする。

Ⅲ その他

（校務分掌の軽減）

１ 校長は、学校の教職員組織等の実情に応じて、適宜、初任者の担当授業時数及び校務分掌を軽減

するものとする。

また、拠点校指導教員は、担当する初任者配置校間の調整をしながら、専ら研修業務に従事する

ために、その担当授業時数及び校務分掌を軽減し、原則として学級や教科等の担当をしないものと

する。

（指導項目）

２ 年間指導計画作成に当たっては、県教育委員会が定めた「年間指導項目」を位置付けるものとする。

この場合、必須項目は全て年間指導計画に位置付けることとし、学校の実情及び初任者の状況等

を考慮の上、他の項目及び実施校独自の項目を位置付けることができるものとする。

（研修時間及び週時間割の関係）

３ 校長は、拠点校指導教員及び研修コーディネーターを中心とする指導及び助言による研修が円滑

かつ効果的に実施できるよう研修時間をあらかじめ週時間割に組み入れるものとする。

（保護者等への配慮）

４ 研修計画の作成及び実施に当たっては、保護者や地域社会の理解や協力が得られるように配慮す

るものとする。
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Ⅱ 小・中学校初任者研修年間指導計画作成要領（初任者研修実施校用）

福島県教育委員会

はじめに

初任者研修年間指導計画作成要領は、初任者研修実施校において、福島県教育委員会初任者研修実

施要綱第６に基づき年間指導計画を作成する場合の基準を定めたものである。

Ⅰ 総 則

１ 初任者研修実施校は、県教育委員会、又は市町村教育委員会が定めた初任者研修年間研修計画に

基づき、年間指導計画を作成する。

２ 年間指導計画の作成に当たっては、学校における教職員組織や地域の状況等学校の実情に応じて

作成する。

Ⅱ 校内における研修

（方 法）

１ 初任者は、原則として学級又は教科等を担当しながら、１年間、校内において拠点校指導教員､研

修コーディネーター及び校内指導教員等による指導及び助言による研修を受けるものとする。

２ 校内に校内指導教員を１名配置する。なお、複数配置校においても同様とする。

（時 間）

３ 拠点校指導教員による指導及び助言による研修時間は週当たり４時間とし、校内指導教員等によ

る指導及び助言による研修時間は週当たり１時間とし、週時間割表に位置付け、年間150時間以上、

30週程度行う。

なお、拠点校指導教員の配置が困難な学校においては、校内指導教員が他の教員と連携し指導及

び助言に当たり、研修時間は週当たり５時間とし、週時間割表に位置付け、年間150時間以上、30週

程度行う。

また、メンター方式で研修を行う学校においては、研修コーディネーターの支援の下、メンター

チームの研修リーダー及び校内指導教員が他の教員と連携し指導及び助言に当たり、研修の成果や

課題等を共有する時間を必要に応じて随時設けながら、年間150時間以上行うものとする。

（内 容）

４ 校内における研修は、学校における具体的な教育活動の実際及び学校の実情に即して行うものと

する。

この場合、校外における研修との間に重複等が生ずることがないよう、相互に関連を図り、実施

するように配慮する。

５ 研修内容については、初任者の必要性等に応じて精選・重点化を図るとともに、授業の展開や進

度及び初任者の指導力の状況等に応じて適時性と系統性をもたせるようにする。

６ 校内における研修及び校外における研修は、基礎的素養、学級経営、教科指導、特別の教科 道

徳（以下「道徳科」）、特別活動、総合的な学習の時間、外国語活動・外国語（小学校）、生徒指導等、

教員としての職務遂行に必要な事項について実施する。

７ 拠点校指導教員及び研修コーディネーターは、校長、副校長及び教頭の指導の下に、年間指導計

画に従い、初任者に対して指導及び助言を行うとともに、初任者の教育活動等に関する種々の相談

に応ずる。

８ 校長、副校長及び教頭は、年間指導計画に従い、指導項目に応じて、初任者の指導及び助言に当

たるものとする。
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９ 拠点校指導教員及び研修コーディネーター以外の教員は、校長、副校長及び教頭の指導の下に、

年間指導計画に従い、校内指導教員がコーディネーターとなり、拠点校指導教員の職務を補充して、

初任者の指導及び助言に当たるものとする。

10 拠点校指導教員及び研修コーディネーターの指導は、研究授業指導、授業参観指導、生徒指導、

学校教育全般についての指導等により行うものとする。

この場合、研究授業指導（教科、道徳科、特別活動）を８回実施することとし、うち１回は研究

授業指導案の作成の仕方等の事前指導に当てるものとする。

11 拠点校指導教員及び研修コーディネーターは、校長、副校長、教頭及び拠点校指導教員以外の教

員による初任者に対する指導及び助言の状況を把握し、年間を通して系統的、組織的な研修が行わ

れるようにする。

12 拠点校指導教員及び研修コーディネーター等の職務には、指導計画書案の作成、初任者の指導案

の事前検討や指導記録の整理等指導のための準備、指導記録や指導報告書案の作成等指導後の処理

等、初任者の指導及び助言に必要なすべての業務を含むものとする。

Ⅲ 校外における研修

（内 容）

学校が実施主体となる校外における研修の内容は、研究発表集会等研修（小・中教研地区研究協

議会、各種研究学校発表会）５日とする。

研究発表集会等研修については、事前・事後の指導を行い、研修の成果が十分に期待できるよう

にする。

Ⅳ その他

（校務分掌の軽減）

１ 校長は、学校の教職員組織等の実情に応じて、初任者の担当授業時数及び校務分掌を軽減するも

のとする。

また、拠点校指導教員は、担当する初任者配置校間の調整をしながら、専ら研修業務に従事する

ために、その担当授業時数及び校務分掌を軽減し、原則として学級や教科等の担当をしないものと

する。

（指導項目）

２ 年間指導計画作成に当たっては、県教育委員会が定めた「年間指導項目」を位置付けるものとす

る。この場合、必須項目はすべて年間指導計画に位置付けることとし、学校の実情及び初任者の状

況等を考慮の上、他の項目及び実施校独自の項目を位置付けることができるものとする。

（研修時間及び週時間割の関係）

３ 校長は、拠点校指導教員及び研修コーディネーターによる指導及び助言による研修が円滑かつ効

果的に実施できるよう、別紙「週時程モデル」を参考にして、研修時間をあらかじめ週時間割に組

み入れるものとする。

（初任者研修と諸会議との関係）

４ 校内における現職教育等での授業研究や生徒指導にかかわる研修等は、年間指導計画に位置付け

て事前・事後の指導があれば、初任者研修としてカウントできるものとする。ただし、職員会議や

学年会、打合せ等は初任者研修としてカウントできない。

（保護者への配慮）

５ 研修計画の作成及び実施に当たっては、保護者や地域社会の理解や協力が得られるよう配慮する。
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別紙 週時程モデル
１ 拠点校方式

（１）初任者１名が配置された学校の場合

① 研修時間

月 火 水 木 金

１ 研修 拠点校指導教員による研修

２ 研修

３ 研修 研修 校内指導教員等による研修

４ 研修

５ 研修

６ 研修

７

② 拠点校指導教員の指導等の時間 ③ 校内指導教員等の指導等の時間

Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 Ａ校の場合

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

１ 準備 準備 準備 準備 １ (準備)

２ 準備 準備 準備 準備 ２ 研修

３ 研修 研修 研修 研修 ３ (まとめ)

４ 研修 研修 研修 研修 ４

５ 研修 研修 研修 研修 ５

６ 研修 研修 研修 研修 ６

７ まとめ まとめ まとめ まとめ ７

※拠点校指導教員の出役日以外であれば、

週毎に曜日等が変わってもよい。

（２）初任者が２名（初任者Ｘ、Ｙ）が配置された学校の場合

① 初任者Ｘの研修時間 ② 初任者Ｙの研修時間

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

１ １

２ 研修 ２ 研修

３ 研修 ３ 研修

４ 研修 ４ 研修

５ 研修 ５ 研修

６ 研修 ６ 研修

７ ７

２ 一人配置校方式

（１） 研修時間 （２） 校内指導教員等の指導等の時間

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

１ １ 準備 (準備)

２ 研修 ２ 準備 研修

３ 研修 研修 ３ 研修 研修

４ 研修 ４ 研修 (まとめ)

５ 研修 ５ 研修

６ ６ まとめ

７ ７

※研修を実施する曜日が週ごとで変わったり、研修を複数日で実施したりしてもよい。

※週５時間の研修と週４時間の準備・まとめの時間をなるべく確保し、年間270時間

を下回らないようにする。

は
、
準
備
と
ま
と
め
の
時
間
で
１
時
間

は
、
準
備
と
ま
と
め
の
時
間
で
１
時
間

（ ）

（ ）
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Ⅲ 令和２年度小・中学校初任者研修年間研修計画

福島県教育委員会

１ 研修体系
① 基礎的素養

校 内 に
勤務校の計画 ② 学級経営

お け る
による拠点校 ③ 教科指導

研 修
指導教員と校 ④ 道徳教育

(150時間
内指導教員等 ⑤ 総合的な学習の時間、外国語活

以上)
を中心とした 動・外国語（小）
研 修 ⑥ 特別活動

⑦ 生徒指導

① 一般研修(１日)
② 授業研修(２日)

地区別研修Ａ ③ へき地校研修(１日)

初
(７日) ④ カウンセリング研修(２日)

⑤ 特別支援学校研修(１日)

任
校外に
おける 地

者 研 修 区
(22日長 別

研
期休業 研
中４日 修

修
程度）

地区別研修Ｂ ① 研究発表集会等研修(５日)
校長等連 (９日) ② 一般研修(１日)
絡協議会 ※市町村教育 ③ 社会奉仕体験活動研修(２日）

委員会が計画 ④ 他校種園参観研修(１日)

校 指
長 導
連 教
絡 員 ○ 教員の心構え
協 連 ○ 教職員の服務と勤務
議 絡 宿泊研修Ａ ○ 学習指導
会 協 （２泊３日） ○ 健康教育
議 ○ 情報教育
会 ○ 自然体験活動
・ 宿 ○ 生徒指導
研 泊 ○ 特別支援教育 等
修 研
会 修

宿泊研修Ｂ ○ 実技研修(教科選択研修)
(２泊３日)

○ 学校教育上の諸問題 等
１ ２
回 回

４
・

４ ９
月 月
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２ 年間指導項目
(1) 校内における研修(年間150時間以上)の指導項目

領 ⑤ 総合的な学習の時間、
① 基礎的素養 ② 学級経営 ③ 教科指導 ④ 道徳教育 外国語活動・外国語 ⑥ 特別活動 ⑦ 生徒指導

域 （小）

○教師としての心構え ○学級経営の意義 ○授業に臨む心構え ○道徳教育の意義 ○総合的な学習の時間の目 ○特別活動の意義 ○生徒指導の意義

○服務と勤務 ○学級の実態把握と指導 ○「生きる力」の育成とそ ○道徳科の指導 標 ○学級活動 ○児童生徒理解と教育相談

○教育目標と学校評価 ○学級事務の進め方 の手立て ○道徳科の教材開発・活用 ○総合的な学習の時間の内 ○児童会活動･ 生徒会活 ○問題傾向をもつ児童生徒

○校務運営機構と校務分掌 ○家庭との連携(家庭訪問､ ○教材研究と学習指導案の と学習指導の展開 容の取扱い 動、クラブ活動 (小）、 の指導・援助（いじめ、

○家庭や地域社会との連携 保護者懇談会､個別懇談) 作成 ○問題解決的な学習など多 ○総合的な学習の時間にお 学校行事 不登校、児童虐待）

○事故発生時の対応 ○学習評価の在り方 様な方法を取り入れた指 ける学習活動の指導 ○キャリア教育の意義 ○生徒指導と学級経営

○特別支援教育 ○特別な教育的支援を必要 導 ○外国語活動・外国語（小）○特別活動の授業参観

○健康教育 とする児童生徒への教科 ○道徳科の授業参観 の目標と内容の取扱い （事前・事後研究）

指導 （事前・事後研究） ○特別活動の研究授業

○授業参観 ○道徳科の研究授業 （指導案の作成と事前・

（事前・事後研究） （事前・事後研究） 事後研究）

○研究授業

（事前・事後研究）

・初任者研修の進め方 ・学級担任の役割 ・教育課程の編成と学習指 ・道徳教育の全体計画 ・総合的な学習の時間の ・学級活動の計画 ・生徒指導の全体計画

・教職員の研修 ・学級経営計画 導要領 ・学級における指導計画 指導計画 ・特別活動の評価 ・生徒指導事例研究会

・諸表簿の整理と管理 ・学級の組織づくり ・年間指導計画 ・道徳科の評価 ・総合的な学習の時間の ・キャリア教育と進路指導 ・長期休業中（前後）の生

・児童、生徒指導要録記入 ・児童生徒の観察記録と活 ・学習指導の基本技術 ・他教科・領域等における 授業参観（事前・事後研 の関係 徒指導

と整理 用 ・個に応じた、個を生かし 道徳教育 究） ・余暇指導

・諸会議 ・教室環境の構成 た学習指導 ・総合的な学習の時間の評 ・生徒指導の反省と評価

・校内の諸規程 ・清掃・給食・昼食指導の ・教材・教具の製作と活用 価 ・家庭・地域や関係機関と

・ＰＴＡの組織と運営 実際 ・教材備品、特別教室の活 ・外国語活動・外国語（小） の連携

・防災教育 ・学級通信 用と管理 の目標と指導の実際 ・携帯電話・スマートフォ

・放射線教育 ・学級経営の評価 ・学習指導の形態 ・外国語活動・外国語（小） ン等に関する指導

・各種研修会の参加の仕方 ・少人数学級の経営の工夫 ・テスト問題作成と評価 の授業参観（事前・事後

・少人数教育 ・通知票（表）の作成と扱 ・児童生徒の作品等の取扱 研究）

・生涯教育、社会教育 い方 い ・外国語活動・外国語（小）

・環境教育 ・いわゆる「学級崩壊」 ・学校図書館の活用 の評価

・国際理解教育 ・校外学習の仕方と留意点 ・外国語活動・外国語（小）

・情報教育 ・実技研修（水泳指導､Ｉ の効果的な指導のあり方

・保健・安全指導 ＣＴ機器等） と教材の活用・作成

・性に関する指導 ・少人数学級指導

・食に関する指導 ・週案の記入と活用

・人権教育 ・４つの側面を踏まえた授

・消費者教育 業づくり

・児童の権利に関する条約

・幼稚園教育

・福島県の高校について

・２年次教員フォローアッ

プ研修に向けて

※ 校内における研修は、日常の具体的な教育活動に基づいた研修内容が望ましい。
※ ○印は必須項目とし、すべて年間指導計画に位置付け、基本的な指導力の向上に努める。

年

間

指

導

項

目

必

須

項

目

選

択

項

目
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※ 研究授業指導（教科、道徳科、特別活動等）は８回実施することとし、うち１回は研究授業指導案の作成の仕方等の事前の指導に当てるものとする。内訳は、研究授業指導
案の作成の仕方１回、教科５回（小学校の場合、教科が偏らないようにする。）、道徳科１回、特別活動１回とする。ただし、教科５回のうち１回は総合的な学習の時間または
外国語活動・外国語（小）としてもよい。

※ ・印の項目は、学校の実情及び対象教員の状況等を考慮して実施するが、新たに必要な項目があれば加える。(社会の変化に対応した内容等）
※ 全体の研修時間が年間で150時間を下回らないように年間指導計画に位置付けるとともに、研修内容の充実を図る。

(2) 校外における研修(年間22日)の指導項目

領 ⑤ 総合的な学習の時間、

① 基礎的素養 ② 学級経営 ③ 教科指導 ④ 道徳教育 外国語活動・外国語 ⑥ 特別活動 ⑦ 生徒指導

域 （小）

○教師の心構え ○学校経営と学年・学 ○教科指導の重点、指導 ○道徳教育の進め方 ○総合的な学習の時間 ○特別活動の要点 ○生徒指導の諸問題

○学校教育上の諸問題 級経営 の方針等 ○道徳教育の意義・目的 の要点 ○特別活動の方法と実際 ○青少年非行の傾向

○教育研究法 ○学年・学級経営と教 ○学習指導の原理と方法 ○道徳教育計画の立て ○外国語活動・外国語 ○特別活動の意義と実際 ○生徒指導講座

○諸体験活動 科経営 ○教科別年間指導計画の 方と評価 （小）の効果的な指 ○特別活動計画の立て方と ○市町村での生徒指導

○教員の服務・勤務 ○学年・学級経営の諸 意義 ○授業参観 導法と教材の活用 評価 の諸問題

（不祥事の絶無） 問題と評価 ○教材研究の方法と実際 ○授業参観 ○カウンセリング研修

年 ○インクルーシブ教育 ○学校参観 ○学習指導案の作成 会（不登校、いじめ

○へき地校（小規模校） ○学習指導と評価の要点 問題への対応）

における学校教育上 ○学習指導と教育機器の ○教育相談

間 の諸問題 活用 ○生徒指導の原理と方法

○特別支援教育の諸問 ○習熟度に応じた学習指

題 導の進め方

指 ○地域理解 〇言語活動の充実

○市町村教育委員会の 〇特別な支援を必要とす

努力目標、方針等 る児童・生徒への対応

導 ○教育の情報化 〇教科指導におけるＩＣ

○教育統計、教育調査 Ｔ活用

○各種研究発表研修 ○授業参観１

項 ○男女共同参画社会 〈へき地校（小規模校）〉

○健康教育 ○授業参観２

○情報教育 〈特別支援学校〉

目 ○幼稚園など他校種の ○授業参観３

教育活動 〈幼稚園等 ､小学校､中

○放射線・防災教育 学校、高等学校〉

○実技研修（教科選択研

修）

○各種研究発表会研修等
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３ 研修の目的

新任教員に対して、現職教育の一環として１年間の研修を実施し、基本的な心構え、教育内容・

方法等の基本的事項について理解を深め、実践的指導力と使命感を養うとともに幅広い知見を得さ

せ、教員としての資質の向上を図る。

４ 研修の内容

(1) 校内における研修（年間150時間以上）・・・（「年間指導項目」参照）

基礎的素養、学級経営、教科指導等について指導及び助言を行う。

(2) 校外における研修（年間22日）・・・（「年間指導項目」参照）

基礎的・基本的な内容について、講義、演習及び実技指導を行うとともに、他校種園、研究（発

表）会、講演等への参加、社会奉仕体験活動等の体験等を行う。

校外における研修の一環として宿泊研修を行い、体験研修、自然体験研修、教科指導等の実践

的研修を進めるとともに、教員の相互交流を深めさせる。

① 地区別研修Ａ ７日・・・表１ 参照

② 地区別研修Ｂ ９日・・・表２ 参照

③ 宿 泊 研 修 ６日・・・表３ 参照

５ 研修の計画及び運営

(1) 校内における研修は、対象教員所属の校長が「年間指導計画」を立てて実施する。

なお、年間指導計画の作成に当たっては、県教育委員会が定めた「年間指導項目」を位置付け

るものとする。指導にあたっては表４に示した校内における指導の６形態を参考に、各校の実情

に応じ工夫して実施する。

(2) 校外における研修は、教育センター及び各市町村教育委員会で計画して実施する。

６ 講師、助言者

○ 教育庁の課長、主幹、主任指導主事、指導主事等

○ 教育センタ－の所長、部長、主任指導主事、指導主事

〇 教育事務所の所長、次長、教育課長、管理主事、指導主事等

○ 市町村教育委員会の教育長、次長、課長、係長、指導主事等

○ 勤務校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭等

○ 教育センター、市町村教育委員会で依頼する講師

７ 実施上の留意点

(1) 初任者に対する配慮

① 初任者に対する研修は、初任者の意欲を大切にするよう配慮する。

② 研修内容については、初任者の必要性に応じて精選、重点化を図るとともに、授業の展開や

進度及び初任者の指導力の状況等に応じて適時性と系統性をもたせる。

(2) 校内体制の確立

① 初任者に対する研修にあたっては、校長、副校長及び教頭の指導の下、拠点校指導教員及び

研修コーディネーター等を中心としながら学校全体としての充実した指導体制を確立する。

② 拠点校指導教員及び研修コーディネーター等は、授業能力、学級経営能力、児童生徒理解能

力、生徒指導能力、校務分掌能力などを育成するため、初任者の成長過程に応じて常時指導す

る。

③ 拠点校指導教員及び研修コーディネーター等は、初任者が２年次教員フォローアップ研修に

おける「課題研究」のテーマを円滑に設定できるよう指導及び配慮する。

④ 研修内容によっては、校長、副校長、教頭、拠点校指導教員及び研修コーディネーター以外

による初任者に対する指導及び助言の状況を把握し、年間を通して系統的、組織的な研修が行

われるようにする。

(3) 年間指導計画の作成

当該学校においては、年間指導計画を作成する際に研修内容が過密にならないように精選する。
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(4) 研修時間等の週時程への位置付け

校内研修を計画的に実施するためには、後補充教員の活用も考慮しながら、Ⅳ「４ 週時程モ

デルについて」（Ｐ２８）を参考に研修時間等を週時程に位置付けることが大切である。

(5) 保護者への配慮

計画の作成及び実施にあたっては、保護者や地域社会の理解や協力が得られるようにする。

地区別研修（Ａ）〔例〕 （表１）

種別 期 日 日数 会 場 主な指導項目 研修形態

一般 ４月 １日 県内６地区 ・教師の心構え 講 話

研修 ６会場 ・域内学校教育の重点､指導の方針等 講 義

・学年・学級経営の在り方 講義･演習

・初任者研修の進め方

授業 [１回目] ２日 [１回目] [１回目]

研修 ６～７月 県内５地区 ・道徳教育の要点、指導の実際等 講義･演習

５会場 ・特別活動の要点、指導の実際等 講義･演習

[２回目] [２回目] ・｢総合的な学習の時間｣の要点等 講 義

10～11月 初任者配置 [２回目]

校(各地区１ ・授業参観の視点 講 義

校) ・研究授業参観 授業参観

・事後研究会の方法と実際 研究協議

・授業改善の視点等 講義･演習

カウン ７月～８月 ２日 県内４地区 ・構成的グループエンカウンター 講義･演習

セリン ４会場 ・児童生徒理解のための自己への気付

グ研修 き

・相談面接の基礎

・事例研究演習

へき地 ９月 １日 県内５地区 ・へき地における学校教育上の諸問題 講 話

校研修 (各地区１校) ・授業参観、施設見学 授業参観

・小規模学校における諸問題 協 議

・個に応じた指導の工夫 講義･演習

特別支 ９月～10月 １日 県内５地区 ・特別支援教育について 講 話

援学校 (各地区１校) ・授業参加実習 授業実習

研修 ・特別支援学校の現状 講 義

・施設見学

※ 教育センター、各教育事務所の計画による。期日や会場は変更の可能性があるので、教育セ

ンターＷｅｂサイトや通知等を確認する。

※ ５地区とは、①県北地区、②県中地区、③県南地区、④会津･南会津地区、⑤相双地区とする。

※ ４地区とは、①県北地区、②県中･県南地区、③会津･南会津地区、④相双地区とする。
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地区別研修（Ｂ） 〔例〕 （表２）

種別 時 期 日数 主な指導項目 研修形態

研究発 １～３学期 ５日 ・福島大学附属小・中学校研究公開 参 観

表集会 （県内のもの ・小・中教研地区研究協議会、同県大会 研究協議

等研修 に限る） ・福島県教育研究発表会 ・その他各種研究発表会

一般 １ 学 期 １日 ・地域の理解 ・生徒指導上の諸問題 講 義

研修 ・市町村教育委員会の努力目標、方針 等

社会奉仕 １～３学期 ２日 ・老人ホ－ムや保育所等におけるボランティア活動 体験研修

体験活動 ・地域社会でのボランティア活動

研修

他校種 ２～３学期 １日 ・保育参観、授業参観 等 参 観

園参観 小学校教員：幼稚園または中学校 等 研究協議

研修 中学校教員：小学校または高等学校 等

※ 研究発表集会等研修は勤務校が計画し、他の研修は市町村教育委員会の計画による。

宿泊研修 （表３）

種別 期 日 日 数 会 場 主な指導項目 研修形態

宿 [小学校１班・中 ２泊３日 磐梯青少年 ・県の重点・方針 等 講 義

泊 学校] 交流の家 ・教職員の服務・勤務(不祥事の絶無) 協 議

研 ５月19日(火) ・特別支援教育､ユニバーサルデザイン 演 習

修 ～５月21日(木) ・学習指導の基礎・基本 ・情報教育 講 話

Ａ ・生徒指導の基礎・基本 ・健康教育

[小学校２班] ・学校教育指導上の諸問題

６月１日(月) ・自然体験活動 ・放射線・防災教育

～６月３日(水) ・男女共同参画と学校教育

・社会人とマナー 等

宿 [小学校１班] ２泊３日 教育センタ ・各教科に分かれての研修 講 義

泊 ７月27日（月） ー ・道徳科の授業 協 議

研 ～７月29日（水） ・教員自身のメンタルヘルス 演 習

修 [小学校２班] ・外国語活動・外国語（小学校のみ） 講 義

Ｂ ９月２日（水） ・教師の心構え 等 講 話

～９月４日（金）

[小学校３班]

９月23日（水）

～９月25日（金）

[中学校１班]

８月３日（月）

～８月５日（水）

[中学校２班]

９月９日（水）

～９月11日（金）

※ 教育センターの計画による。
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校内における指導の６形態 （表４）

指 導 形 態 指 導 項 目

① 授業参観指導 ・教科、道徳科、外国語活動・外国語（小）、総

（教材研究、学習指導案の作成や、日常の授業 合的な学習の時間、特別活動の指導の実態と

及び示範授業を参観させて指導するもの） 進め方

・授業参観の仕方

・授業における児童生徒理解 等

② 研究授業指導 ・教科、道徳科、外国語活動・外国語（小）、総

（初任者による研究授業や日常の授業を参観し、 合的な学習の時間、特別活動の指導の基礎技

授業の事前・事後において授業全般にわたって 術

指導するもの） ・教材研究の進め方と学習指導案の作成

・授業における児童生徒理解 等

③ 生徒指導に関する指導 ・学校における生徒指導体制についての理解

（生徒指導の基礎的方法、技術等について随時 ・児童生徒理解の在り方

指導するもの） ・学校経営の在り方

・教育相談の進め方

・健康安全指導、給食指導、清掃指導の在り方

等

④ 教材・教具等の活用指導 ・教育機器、事務機器の操作

・教育機器の活用の仕方

・教材・教具の作成と活用の仕方

・図書館利用の在り方

・施設・設備の利用の仕方 等

⑤ 校務処理の指導 ・週案（週指導計画）、出席簿、学級経営誌、通

（諸表簿等の整理、処理等の基本的事項につい 知票（表）、指導要録、会計簿、観察記録簿等

て指導し、初任者が処理した表簿を点検し、指 の意義と整理処理と管理の仕方 等

導するもの）

⑥ 学校教育全般の指導 ・教員としての心構え

（学校教育全般にわたり、日常の教育活動につ ・学校教育目標、努力事項、経営方針、教育課

いて指導するもの） 程等の理解

・服務・勤務の在り方

・校務運営組織と役割分担の理解

・現職教育と自己研修の在り方

・学年経営と学級経営の在り方

・家庭、地域社会、関係機関との連携の在り方

等
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８ 研修に係る報告書等

次に示す「研修に係る報告書等一覧」に基づき、〔様式１〕～〔様式８〕により提出する。

研修に係る報告書等一覧

提出者 提出先 提出期限 部数 提 出 書 類 様 式

令和２年 計 学校の年間指導計画書 様式１

５月第３週末 ３部 地区別研修Ｂ(学校)実施計画書 様式５

（５月15日） 画 初任者研修対象教員等名簿 様式７

令和３年 報 学校の年間指導報告書 様式２

２月第４週末 ３部 地区別研修Ｂ(学校)実施報告書 様式６

（２月26日） 告 自己評価表、１年間を振り返って 様式８

令和２年
計 学校の年間指導計画書 様式１

５月第４週末
市町村教委の年間研修計画書 様式３

地区別研修Ｂ(学校)実施計画書 様式５
（５月22日）

画 初任者研修対象教員等名簿 様式７

令和３年
報 学校の年間指導報告書 様式２

３月第１週末
市町村教委の年間研修報告書 様式４

地区別研修Ｂ(学校)実施報告書 様式６
（３月５日） 告 自己評価表、１年間を振り返って 様式８

令和２年
計 学校の年間指導計画書 様式１

５月第５週末
市町村教委の年間研修計画書 様式３

地区別研修Ｂ(学校)実施計画書 様式５
（５月29日）

画 初任者研修対象教員等名簿 様式７

令和３年
報 学校の年間指導報告書 様式２

３月第２週末
市町村教委の年間研修報告書 様式４

地区別研修Ｂ(学校)実施報告書 様式６
（３月12日）

告 自己評価表、１年間を振り返って 様式８

※１ 実施校校長が作成する提出書類等は、原本１部・副本２部の計３部とし、市町村教育委員

会及び教育事務所は副本を保存し、教育センターへ原本を提出する。

※２ 提出書類等は、福島県教育センターＷｅｂサイトよりダウンロードして作成する。

実
施
校
校
長

２部

２部

１部

１部

市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長

教
育
事
務
所
長

教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

市
町
村
教
育
委
員
会
教
育
長

教
育
事
務
所
長
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９ その他

(1) 研修に係る協議会等について

① 小・中学校初任者研修校長等連絡協議会

○校長連絡協議会・拠点校指導教員連絡協議会

期日 令和２年４月１５日（水）・１６日（木）

会場 教育センター

※ 参加者：校長、拠点校指導教員、一人配置校方式の校内指導教員、メンター方式の

研修コーディネーター

○拠点校指導教員研修会・校内指導教員研修会

期日 令和２年９月１４日（月）・１５日（火）

会場 教育センター

※ 参加者：拠点校指導教員、校内指導教員、メンター方式の研修リーダー

② 福島県初任者研修等実施協議会

期日 令和２年１１月９日（月）

会場 福島県庁（予定）

※ 参加者：義務教育課長、高校教育課長、教育センター所長、小学校長会長、中学校長

会長、高等学校協会長 等

(2) 初任者研修実施校訪問について

① ２域内を前期（１学期）、後期（２学期）にそれぞれ１回訪問する。

令和２年度 前期：６月３０日（火） 県中地区

後期：１１月２日（月） 南会津地区

② 訪問計画については、平成１６年度より下記ローテーションに基づき実施する。

〔前期＝南会津→会津→県南→県中→県北→相双〕

〔後期＝県中→県南→会津→南会津→相双→県北〕

※ 訪問予定域内においては、午前と午後に分けて小・中学校を１校ずつ訪問する。た

だし、小・中学校のいずれかに初任者が配当されていない場合は、配当されている

校種で２校訪問する。

実施年度 実施校等訪問の訪問域内 実施年度 実施校等訪問の訪問域内

（平成） 前 期 後 期 （令和） 前 期 後 期

２１年度 相 双 県 北 元年度 県 南 会 津

２２年度 南会津 県 中 ２年度 県 中 南会津

２３年度 会 津 県 南 ３年度 県 北 相 双

２４年度 新規採用なし ４年度 相 双 県 北

２５年度 県 南 会 津 ５年度 南会津 県 中

２６年度 県 中 南会津 ６年度 会 津 県 南

２７年度 県 北 相 双 ７年度 県 南 会 津

２８年度 相 双 県 北 ８年度 県 中 南会津

２９年度 南会津 県 中 ９年度 県 北 相 双

３０年度 会 津 県 南 １０年度 相 双 県 北



 

  ２５ 

 

Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 

Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 

Ⅳ 小・中学校初任者研修の概要 
１ 実施方式について 

 

  「拠点校方式」と「一人配置校方式」と「メンター方式」がある。 

 (1) 拠点校方式 

初任者が配置されている複数の学校に拠点校指導教員が赴き、研修全般にわたり、中心と

なって指導及び助言に当たり、校内の初任研のコーディネーター役の校内指導教員の協力の

もと研修が進められる方式である。 

  ① 初任者が一人配置された場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 初任者が一校に複数配置された場合 
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(常勤) 

対象教員の校外研修に対する補充 
(7時間／日×18日程度＝126時間程度) 

校内指導教員等 校内指導教員等 校内指導教員等 
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員 
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対象教員の校外研修に対する補充 
(7時間／日×18日程度＝126時間程度) 
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 (2) 一人配置校方式 

拠点校指導教員がかかわらない方式で、校内指導教員が中心となって管理職の指導や校内

教員の協力の下、研修全般にわたり指導及び助言にあたる。主に、拠点校指導教員の配置が

困難な地域の公立小・中学校等において実施される方式である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) メンター方式 

   初任者、若手、ミドル、ベテラン等が互いに学び合う中、それぞれの教員が初任者にかか

わって指導していく。研修コーディネーターは、研修リーダーを通じて各校のメンターチー

ムへ指導するとともに、各校の研修交流の企画・運営等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 初任者研修における二つの研修について 

 

県教育委員会が定める「初任者研修実施要綱」及び「初任者研修年間研修計画」に基づき、

市町村立学校にあっては、所管する各市町村教育委員会の「初任者研修年間研修計画」及び各

実施校の「初任者研修指導計画」に従い、計画的に実施する。 

県教育委員会が定める「年間指導項目」（前掲 P.13）に基づき、学級経営、学習指導等の教育

活動に必要な職務全般について研修する。 

 

 (1) 校内における研修 

① 勤務校において、拠点校指導教員や校内指導教員を中心に年間 150時間以上実施するが、

学校全体が初任者研修にかかわる体制をつくり、全職員で組織的に指導する。 

② 校内における研修事項は、日常の教育活動に関する実践的内容である。 

③ 指導の形態を６形態（前掲 P.18）に区分し、効果的に研修を進める。 

④ 実施校においては、指導の６形態及び年間指導項目を参考とし、各実施校の実情に応じ

て工夫し、週の時間割（後掲 P.28～30）等に位置付けて研修を計画的に実施する。 
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等 

※ 対象教員の校外研修に対する補充 
(7時間／日×18日程度＝126時間程度) 

※ 校内指導教員等の校内研修に対する補充 
(10時間／週×30週＝300時間以内) 

対
象
教
員 

研修コーディネーター 

 

Ａ校 メンターチーム 
メンターチーム 

研修リーダー 

（校内指導教員） ミ
ド
ル 

若
手 

ベ
テ
ラ
ン 

B校 メンターチーム 

研修リーダー 

 

対
象
教
員 

若
手 

校
内
指
導
教
員 

ミ
ド
ル 

C校 メンターチーム 

D校  

E校  

F校  



 

  ２７ 

 

 

 (2) 校外における研修 

① 校外において年間 22日（長期休業中４日程度）実施する研修で、地区別研修Ａ、地区別

研修Ｂ及び宿泊研修Ａ、宿泊研修Ｂから構成される。 

② 地区別研修Ａ（７日間）は、教育センター及び各教育事務所が計画し、実施する。地域

の特性を生かし、実践的・体験的な内容とし、他の研修内容と重複しないように留意する。 

③ 地区別研修Ｂ（９日間）は、市町村教育委員会が計画し、実施する。 

市町村が実施主体である場合は、市町村の教育課題を踏まえ、地域社会、家庭、学校と

の連携を図った実践活動等の内容とする。隣接市町村との共同実施や市町村分割実施等も

可とする。 

なお、実施する上で、実施校と連絡を取りながら、対象教員の成長の度合いを踏まえ、

教育に対する意欲の喚起や主体性の伸長につながる研修に努めることが望ましい。 

④ 宿泊研修（６日間）〔２泊３日×２回＝４泊６日〕は、年間研修計画に基づき教育センタ

ーが計画し、国立磐梯青少年交流の家、教育センターで実施する。 

研修内容が他の研修内容と重複しないように留意するとともに、教員相互の交流、体験

研修、野外活動等の実践的な研修を中心に実施する。 

 

３ 年間における校内研修の時間について 

 (1) 拠点校方式 

 研修（指導） 準備・まとめ 合  計 

拠点校指導教員 

120時間以上 

（４時間／週 

×30週以上） 

90時間 

（３時間／週 

×30週以上） 

210時間以上 

校内指導教員等 

 30時間以上 

（１時間／週 

×30週以上） 

30時間 

（１時間／週 

×30週以上） 

60時間以上 

合  計 150時間以上 120時間 270時間以上 

 

 (2) 一人配置校方式 

 研修（指導） 準備・まとめ 合  計 

校内指導教員等 

150時間以上 

（５時間／週 

×30週以上） 

120時間 

（４時間／週 

×30週以上） 

270時間以上 

 

(3) メンター方式 

  研修（指導） 準備・まとめ 合  計 

校内指導教員等 

（メンターチーム） 

150時間以上 

（５時間／週 

×30週以上） 

成果や課題を共有する

時間を、必要に応じて

随時設ける。 

150時間以上 

※ 各方式とも研修(指導)の 150時間は、「年間指導項目」（前掲 P.13）に基づき、年間 30週以

上にわたって実施する。 

※ 指導の時間及び準備・まとめの時間は週時程に位置付け、さらに、拠点校指導教員による

指導時間は固定した方が確実な実施につながる（下記「４ 週時程モデル」参照）。 

なお、初任者が複数配置された学校において、内容等により、さらに効果的な指導が可能

となる場合にのみ、指導教員等による指導を同時に行うことも考えられる。 
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４ 週時程モデルについて 

 (1) 拠点校方式の場合 

○ 拠点校指導教員は、対象教員の所属校において１日７時間勤務する（旅行命令は勤務校

から対象教員所属校の往復を原則とする）。対象教員への指導時間は１日４時間とし、３時

間は準備・まとめの時間とする。原則として各対象教員に対する研修の曜日や時間を週時

程に位置付けて固定する。 

○ 校内指導教員等は、１時間を初任者への指導時間、１時間を準備・まとめの時間とする。 

対象教員への研修時間は、週時程の中に位置付けるが固定しなくともよい。ただし、校外

研修や拠点校指導教員による研修以外の日に指導及び助言に当たる。 

 

  ① 初任者研修対象教員が一人配置されている学校の例 

 

 月 火 水 木 金 

１      

２   研修   

３  研修    

４  研修    

５  研修    

６  研修    

７      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 初任者研修対象教員が複数配置されている学校の例 

 

 月 火 水 木 金 

１      

２  研修    

３  研修  研修  

４  研修    

５  研修    

６      

７      

 

 

 

 

 

 月 火 水 木 金 

１  準備 準備 準備 準備 

２  準備 準備 準備 準備 

３  研修 研修 研修 研修 

４  研修 研修 研修 研修 

５  研修 研修 研修 研修 

６  研修 研修 研修 研修 

７  まとめ まとめ まとめ まとめ 
  ※ 準備・まとめの３時間の配分は、内容に

応じて変えてよい。 
 月 火 水 木 金 

１   (準備)   

２   研修   

３   (まとめ)   

４      

５      

６      

７      

 

拠
点
校
指
導
教
員 

Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 Ｄ校 勤務校 

対
象
教
員(

Ａ
校) 

校
内
指
導
教
員
等(
Ａ
校) 

研修…拠点校指導教員による研修 

 

研修…校内指導教員等による研修 

 月 火 水 木 金 

１      

２ 研修  研修   

３   研修   

４   研修   

５   研修   

６      

７      

 

対
象
教
員
Ｘ(

Ａ
校) 

対
象
教
員
Ｙ(

Ａ
校) 

は
、
準
備
と
ま
と
め
の
時
間
で
一
時
間 

( ) 
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 月 火 水 木 金 

１ (準備)     

２ 研修   (準備)  

３ (まとめ)   研修  

４    (まとめ)  

５      

６      

７      

 ※ 準備・まとめの３時間の配分は、内容に 
応じて変えてよい。 

※ 内容等により、より効果的な指導が可能 
となる場合にのみ同時に指導をしてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 (2) 一人配置校方式の場合 

    ２日間で研修を計画した学校の例 

 

 

 

 

 

 

 (3) メンター方式の場合 

  ○ メンター方式の研修コーディネーターは、対象教員の所属校において１日７時間勤務す

る（旅行命令は勤務校から対象教員所属校の往復を原則とする）。対象教員への指導時間は

１日上限３時間とする。対象教員への研修時間は、週時程の中に位置付けるが固定しなく

ともよい。 

 

① 初任者研修対象教員が一人配置されているＡ校で、週５時間で研修を計画した例 

（研修コーディネーターが来校しない週） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 月 火 水 木 金 

１  準備 準備 準備 準備 

２  研修 研修 研修 研修 

３  研修 研修 研修 研修 

４  研修 研修 研修 研修 

５  研修 研修 研修 研修 

６  まとめ まとめ まとめ まとめ 

７  まとめ まとめ まとめ まとめ 

 月 火 水 木 金 

１      

２   研修   

３  研修    

４  研修    

５  研修    

６  研修    

７      

 月 火 水 木 金 

１  準備 (準備)   

２  準備 研修   

３  研修 (まとめ)   

４  研修    

５  研修    

６  研修    

７  まとめ    

 

校
内
指
導
教
員
等(

Ａ
校) 

校
内
指
導
教
員
等 

拠
点
校
指
導
教
員 

Ａ校 勤務校 Ａ校 Ｂ校 Ｃ校 

は
、
準
備
と
ま
と
め
の
時
間
で
一
時
間 

 

は
、
準
備
と
ま
と
め
の
時
間
で
一
時
間 

 

 月 火 水 木 金 

１      

２   研修   

３  研修    

４  研修    

５  研修    

６  研修    

７      

 

対
象
教
員(

Ａ
校) 

メンターチーム 

ミドル教員による研修 

ベテラン教員による研修 

研修リーダー（校内指導教員）に

よる研修 

※ 成果や課題を共有する時間を

必要に応じて随時設ける。 
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○ ２週間に１日 

○ 月に２日 

○ 年間１５日 

 

 

○ １週間に１日 

○ 月に４日 

○ 年間３０日 

 

 

② Ａ校の火曜日に、研修コーディネーターが来校した場合の時間割例 

 

 

 

※ 研修コーディネーターによる初任者へ   

の直接指導の時間は、一日上限３時間と 

して、各校の実情に応じて計画する。 

 

 

 

 

③ 初任者研修対象教員が複数配置されているＢ校で、週５時間で研修を計画した例 

 （研修コーディネーターが来校しない週） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 研修コーディネーター（メンター方式）の学校への訪問日数について 

(１) ６名６校の場合（一人配置６校）                  

 

 

（２）６名５校の場合（一人配置校４校＋二人配置校１校） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 年間における校内研修時間 １５０時間以上（週５時間×３０週） 

 

 

 

 月 火 水 木 金 

第１週 （勤務校） Ａ校 Ｂ校（勤務校） Ｃ校 （勤務校） 

第２週 （勤務校） Ｄ校 Ｅ校 Ｆ校 （勤務校） 

第３週 （勤務校） Ａ校 Ｂ校（勤務校） Ｃ校 （勤務校） 

第４週 （勤務校） Ｄ校 Ｅ校 Ｆ校 （勤務校） 

 月 火 水 木 金 

第１週 Ａ校 

〈初任者１名〉 

Ｂ校（勤務校） 

〈初任者２名〉 

Ｃ校 

〈初任者１名〉 

Ｄ校 

〈初任者１名〉 

Ｅ校 

〈初任者１名〉 

第２週 Ａ校 Ｂ校（勤務校） Ｃ校 Ｄ校 Ｅ校 

第３週 Ａ校 Ｂ校（勤務校） Ｃ校 Ｄ校 Ｅ校 

第４週 Ａ校 Ｂ校（勤務校） Ｃ校 Ｄ校 Ｅ校 

 火 

１ 管理職等との打合せ 

２ 初任者の授業参観 

３ 研修 

４ 研修 

５ ベテラン教員の授業参観（研修） 

６ 打合せの準備等 

７ 研修リーダーとの打合せ 

 

 月 火 水 木 金 

１      

２      

３  研修 研修   

４  研修 研修   

５  研修    

６      

７      

 

対
象
教
員
Ｘ(

Ｂ
校) 

 月 火 水 木 金 

１      

２      

３  研修 研修   

４  研修 研修   

５   研修   

６      

７      

 

対
象
教
員
Ｙ(

Ｂ
校) 

ミドル教員 

研修リーダー 

ベテラン教員 

メンターチーム 

研
修
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

研修…研修コーディネーターによる研修 
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○ １週間に１日 

○ 月に４日 

○ 年間３０日 

 

 

（３）６名４校の場合（一人配置校２校＋二人配置校２校） 

 

 

 

 

 

 

 

６ 年間指導項目について 

(1) 拠点校指導教員や校内指導教員は、関係する職員と互いに連絡を密にして、県教育委員会

が定める「年間指導項目」（前掲 P.13）に基づいて計画を立案し、研修を進める。年間指導計

画は 150時間を下回らないようにする。 

(2) ｢校内における研修｣（150時間以上）は、「年間指導項目」に示す７つの領域から構成され

ており、研修項目には“必須項目”と“選択項目”があり、“必須項目”はすべて研修計画に

位置付けなければならない項目である。“選択項目”については、学校や対象教員等の実態か

ら適切な項目を選択して実施する。 

(3) 各項目の指導時間数は、学校の教育課題や対象教員の実態を踏まえ、軽重を付けてもよい。

中学校における教科指導は、拠点校指導教員が初任者と同一教科の場合、拠点校指導教員は

最大 38時間の教科指導を行うものとする。それ以外は、学校の実情に応じて教科指導の時間

を調整して行うものとする。 

(4) 研究授業指導（教科、道徳科、特別活動等）は８回実施することとし、うち１回は研究授

業指導案の作成の仕方等の事前の指導に当てるものとする（P.10 Ⅱ 小・中学校初任者研

修年間指導計画作成要領 Ⅱの 10 参照）。内訳は、研究授業指導案の作成の仕方１回、教科

５回（小学校の場合、教科が偏らないようにする）、道徳科１回、特別活動１回とする。ただ

し、教科５回のうち１回は総合的な学習の時間または外国語活動・外国語（小）としてよい。 

〔拠点校方式・一人配置校方式における各領域の年間指導計画の配当例〕 

 基礎的素養 
(32) 

 

学級経営 
(15) 

 

教科指導 
(57) 

 

道徳教育 
(12) 

 

総合的な学習

の時間(10)
※   

特別活動  
(12) 

 

生徒指導 
(12) 

 

計 
(150) 

小学校 
拠点校指導教員 28 13 38 11 9 11 10 120 

校内指導教員等 4 2 19 1 1 1 2 30 

中学校 
拠点校指導教員 28 13 (30～)38 11 9 11 10 120 

校内指導教員等 4 2 19(～27) 1 1 1 2 30 

           ※小学校は、総合的な学習の時間に外国語活動・外国語の時間も入る。 

 

   〔メンター方式における各領域の年間指導計画の配当例（小学校）〕 

    指導項目 

 

指導教員等 

基礎的素養 
(32) 

学級経営 
(15) 

教科指導 
(57) 

道徳教育 
(12) 

総合的な学習

の時間(10)
※ 

特別活動  
(12) 

生徒指導 
(12) 

計 
(150) 

管理職・研修コーディネーター等 14 6 12 3 5 5 5  50 

研修リーダー（校内指導教員） 15 9 22 4 2 2 6  60 

教員１   6   1 1   8 

教員２ １  6  1    8 

教員３   6 1 1    8 

教員４   3  １ 4   8 

教員５ 2  2 4     8 

 月 火 水 木 金 

第１週 Ａ校 

〈初任者１名〉 

Ｂ校（勤務校） 

〈初任者２名〉 

Ｃ校 

〈初任者２名〉 

Ｄ校 

〈初任者１名〉 

（勤務校） 

第２週 Ａ校 Ｂ校（勤務校） Ｃ校 Ｄ校 （勤務校） 

第３週 Ａ校 Ｂ校（勤務校） Ｃ校 Ｄ校 （勤務校） 

第４週 Ａ校 Ｂ校（勤務校） Ｃ校 Ｄ校 （勤務校） 
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令和○○年度 

小・中学校初任者研修年間指導計画書 

学校名               

校長名                公印 

拠点校指導教員名          

校内指導教員名           

対象教員名             

１ 指導方針 

２ 運営上の留意点 

〔メンター方式における各領域の年間指導計画の配当例（中学校）〕 

   指導項目 

 

指導教員等 

基礎的素養 
(30) 

学級経営 
(14) 

教科指導 
(57) 

道徳教育 
(15) 

総合的な学習

の時間(5) 

特別活動  
(15) 

生徒指導 
(14) 

計 
(150) 

管理職・研修コーディネーター等 16 7 12 3 2 4 6 50 

研修リーダー（校内指導教員） 14 3 35 7 3 8 2 72 

教員１  2 5 2  3 3 15 

教員２  2 5 3   3 13 

 

７ 資料について 

校内研修を進めるに当たっては、福島県教育センターＷｅｂサイトに掲載している初任者・

新規採用者研修用の「研修テキスト」「研修資料」（PDFファイル）を活用すること。研修資料以

外の＜参考資料＞については、各教育団体のＷｅｂサイトにある資料名等を掲載している。ほ

かに、必要に応じて各種資料を活用し、充実した研修が行われるようにする。 
 
８ 校内体制について 

初任者研修における指導は、拠点校指導教員や校内指導教員のみが行うのではなく、全教員

がかかわり、全校体制を整えて実施することが望ましいといえる。そのためには、初任者研修

の組織を校務分掌に明確に位置付けることが必要となる。 

 

９ 初任者への配慮について 

初任者研修は、教師としてのライフステージの出発点にあたり、教師としての基礎的・基本

的事項を確実にマスターすることに努めなければならない。 

そこで、次の事柄等に留意することが大切となる。 

 

(1) 学級担任をさせ、学級経営、道徳教育、特別活動等について研修が行えるようにする。副

担任の場合は、特定の学級に所属して研修が行えるようにする。 

(2) 授業の持ち時数を軽減する。 

(3) 校務分掌を軽減する。 

(4) 精神的に追いつめられるということにならないように見守る。 

(5) ゆとりと充実の中で研修に打ち込めるようにサポートする。 

(6) 子どもとの触れ合いの時間がもてるようにする。       等 

 

10 小・中学校初任者研修年間指導計画書について 

初任者研修を系統的・計画的に推進する上で、市町村教育委員会、初任者研修実施校が作成

する各種計画（前掲）が必要となる。 

校長が作成する「小・中学校初任者研修年間指導計画書」について、以下に説明する。 
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３ 指導計画 

（１）月別指導計画 

学期 月 指導領域 指導項目 指導者 指導時間 準備・まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 対象教員の校務分掌等     

※一人配置校方式の学校においては、拠点校指導教員名は不要。 

※メンター方式の学校においては、拠点校指導教員名を研修コーディネーター名とし、校内指導教員

名の欄に研修リーダー名を記入する。また、準備・まとめの欄は斜線を引く。（別様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)「年間指導計画書」作成に当たっての留意事項 

① 年間指導計画は、対象教員１名につき、１部を作成する。 

② 指導方針については、各学校の実態、地域の特性を踏まえ、初任者研修の目的、学校の

教育目標を考慮して、学校としての指導の方針を記述する。 

③ 運営上の留意点については、初任者研修を推進するにあたっての組織、拠点校指導教員・

校内指導教員（メンター方式は研修コーディネーター・研修リーダー）を中心とする指導

の位置付けを明示する。 

④ 指導領域については、その番号（①～⑦）を記述する。 

⑤ 指導する内容については、県教委の「年間研修計画」及び「年間指導項目」を受けて指

導項目を決定する。また、年間指導項目中の必須項目（○印の項目）はすべて実施すると

ともに、学校の実情及び初任者の状況を考慮して、他の項目（・印の項目）及び実施校が

独自に設定する項目を実施する。なお、指導項目の月別配置については、月の上旬、中旬、

下旬程度のおさえ方で配置し、指導領域及び指導項目の重点化等、効果的な年間指導計画

を作成するとともに過密な計画にならないように配慮する必要がある。 

⑥ 指導者については、拠点校指導教員・校内指導教員、校長、副校長、教頭及び教務主任

等と記入する。（メンター方式は、研修コーディネーター、研修リーダーを追加） 

⑦ 年間の研修時間は、150時間を下回らないように実施する。 

⑧ 拠点校指導教員・研修コーディネーター・校内指導教員、対象教員とも、資料の作成や

準備等が過度にならないように注意する。 

⑨ 対象教員の校務分掌等については、対象教員の担当している校務分掌、研究教科等を記

載する。 

⑩ 対象教員の個性や能力等を十分理解、把握した上で年間指導計画を作成し、必要な研修

時間数を配分する必要がある。 

 

 (2)「年間指導計画」に基づいた研修の実施に当たって 

① 年間指導計画は、初任者研修の意義、目的を十分に把握するとともに、各実施校の実態

を踏まえて作成する必要がある。また、年間研修計画との整合性を十分に図ることが大切

である。 

② 指導項目は、「年間研修計画」及び「年間指導項目」を十分に踏まえ、実施校の実態や対

象教員の成長の度合いに応じて軽重を付けたり、他の指導項目を付け加えたりする等の工

夫が必要である。また、指導項目の配置に当たっては、単に項目を羅列するのではなく、

指導の時宜、対象教員の成長の度合い等を考慮し、効果的な配置にする必要がある。 

③ 拠点校指導教員・校内指導教員（メンター方式は研修コーディネーター・研修リーダー）

は、初任者の指導の中心となり、指導項目に応じて他の教員の協力が得られるように校内

研修体制を確立する必要がある。そのため、拠点校指導教員・校内指導教員（メンター方
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式は研修コーディネーター・研修リーダー）の位置付けを校内組織の中で明確にするよう

工夫する必要が生じる。 

④ 長期休業中の指導計画については、初任者の勤務の実態を考慮し、自己研修の機会を確

保して作成する必要がある。その際、各研究会等の調整に当たっては、初任者研修の効果

が低減することのないように十分配慮し、円滑に研修が推進できるような配慮が必要であ

る。 

⑤ 指導計画の実施にあたっては、児童生徒、保護者に初任者研修の趣旨を徹底して、理解

と協力を得るよう配慮する必要がある。 

⑥ 初任者の授業を参観して指導する場合は、児童生徒に違和感を与えないように、拠点校

指導教員・校内指導教員（メンター方式は研修コーディネーター・研修リーダー）をはじ

め、全教職員が留意する必要がある。そのため、初任者の指導にあたっては、事前に十分

な打合せをし、教員相互の共通理解を図りながら研修場面を設定する必要がある。 

 

11 拠点校指導教員、研修コーディネーター、校内指導教員等の役割と機能について 

「校内における研修」では、拠点校指導教員・校内指導教員を中心とする学校全体の協働的

な指導体制の下に、他の教員の協力を得ながらより効果的な指導を初任者に行う必要がある。 

このような方式をとるのは、年間を通して初任者の指導にあたることにより、責任ある指導

を可能にするとともに、初任者の成長過程に応じて系統的、組織的な時宜を得た指導を行うた

めである。 

このことにより、初任者一人一人の実態に応じた具体的で効果的な研修を実施することが可

能となり、教員としての資質の向上を図ることができると考えられる。 

実際の指導にあたっては、その分野・領域に応じた教員の協力を受けることなどが考えられ

る。この場合、指導にあたる教員は、拠点校指導教員・校内指導教員と緊密な連携を図り、初

任者の成長の度合いや指導内容の系統性等について配慮しつつ適切に指導及び助言することが

大切となる。 

そのためには、校長がリーダーシップを発揮し、校務分掌を明確にし、初任者の成長を助け

ようとする協力的な雰囲気を学校全体に醸成することが不可欠と言える。 

 

(1) 拠点校指導教員 

① 拠点校指導教員は、学校の教諭等の中から教育事務所等の意見を聴いて、当該学校を所

管する教育委員会が任命する。そのため、拠点校指導教員と初任者の所属校が同じでない

場合もある。 

② 経験が豊富で力量のある教員がふさわしい。 

③ 初任者への指導・助言のみならず、ともに実践的に研究を進め、初任者の悩みにこたえ

られることが求められる。 

④ 研修の実施はもちろんのこと、研修記録や報告書の作成等、指導・助言に必要なすべて

の業務が含まれる。 

⑤ 専ら初任者研修の業務に従事するため、学級担任や教科担任はできない。更に校務分掌

も軽減されなければならない。 

⑥ 拠点校指導教員のいる学校に対しては、県教育委員会は、補充教員についての措置を講

ずることになる。いわゆる後補充教員である。 

⑦ 校内指導教員を兼務しない。 
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 (2) 研修コーディネーター （メンター方式） 

 ① 研修コーディネーターは、初任者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭又は教諭の中

から校長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が任命する。 

 ② 初任者への直接指導はもとより、管理職やメンターチームの研修リーダー及び校内指導教

員等と連携し、各学校の実態に合った指導体制を整えるとともに、学校全体の教育力向上を

図ることが求められる。 

③ 初任者の学年主任やメンターチームのメンバーと情報交換して状況把握に努め、円滑に

研修が推進できるように配慮する。若手を全教職員で育てる意識付けを行うとともに、若

手教員同士、若手とミドル・ベテラン教員が互いに教え合い学び合える指導体制を整える。 

④ 研修コーディネーターが、異なる研修風土をもつ近隣校の研修の情報を伝えることで、

メンターチーム相互が刺激を受け、初任者研修で得られた知見を全体の教職員研修や学校

マネジメントに生かしながら、教職員全体の資質や能力の向上につなげられるようにする。  

⑤ 管理職は、メンターチームへの指導及び助言が円滑に実施できるようにするため、研修

コーディネーターの校務分掌を軽減するものとする。 

⑥ 研修コーディネーターのいる学校に対しては、県教育委員会は、補充教員についての措

置を講ずることになる。いわゆる後補充教員である。 

 

(3) 研修リーダー （メンター方式） 

  ① 研修リーダーは、初任者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭又は教諭の中から校

長の意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が任命する。 

② 経験が豊富で力量のある教員がふさわしい。 

③ 初任者への指導・助言のみならず、ともに実践的に研究を進め、初任者の悩みにこたえ

られることが求められる。 

④ 研修の実施はもちろんのこと、研修記録や報告書の作成等、指導・助言に必要なすべて

の業務が含まれる。 

⑤ 研修リーダーは、校内指導教員を兼務できるものとする。 

 

(4) 校内指導教員 

① 初任者の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭又は教諭の中から、原則として校長の

意見を聴いて、当該学校を所管する教育委員会が任命する。 

② 経験が豊富で力量のある教員がふさわしい。 

③ 初任者への指導・助言のみならず、ともに実践的に研究を進め、初任者の悩みにこたえ

られることが求められる。 

④ 初任者研修のコーディネーターとしての役割を担うことになる。これは大切な役割で、

拠点校指導教員の職務補充や連絡調整などを行うことになる。 

⑤ 一人配置校方式の校内指導教員は、初任研のすべてにわたっての推進役となる。研修の

実施はもちろんのこと、研修記録や報告書の作成等、指導・助言に必要なすべての業務を

行うことになる。 

⑥ メンター方式の校内指導教員は、研修コーディネーターの指導・助言の下、メンターチ

ームを生かした研修の推進役となる。教科指導を中心としながら、研修リーダーと協力し、

研修が円滑に進むよう研修の企画・運営に携わる。  

⑦ メンター方式の校内指導教員は、研修リーダーを兼務できるものとする。 
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12 後補充教員について 

(1) 拠点校指導教員の配置校 

拠点校指導教員に対する後補充として常勤講師等を１名配置する。 

(2) 拠点校方式による初任者研修実施校 

初任者の校外研修（22日）のうち、市町村教委の求めに応じて長期休業中の研修以外の授

業日に参加する年間 18日程度の校外研修の後補充として、非常勤講師等を配置する。 

○ 初任者の校外研修に対する補充 ７時間／日×18日程度＝126時間程度 

(3) 一人配置校方式による初任者研修実施校 

初任者及び校内指導教員の後補充として、以下のように、市町村教委の求めに応じて非常

勤講師を配置する。 

○ 初任者の校外研修に対する補充 ７時間／日×18日程度＝126時間程度 

○ 校内指導教員に対する補充   10時間／週×30週＝300時間以内 

※ 非常勤講師等については、義務教育課から通知される「市町村教育委員会に派遣する

非常勤講師の取扱いについて（通知）」に基づいて適正に取り扱うようにする。 

(4) メンター方式については、校内指導教員に対する後補充は配置しない。 

 

13  研修の記録について 

初任者研修にかかわる「研修の記録」は、研修の日時・内容等を示したものを適正に学校に

保管するようにしなければならない。その際、研修計画、週指導計画等の表簿との整合性に注

意する。併せて、活用した資料も保管するようにする。 

研修の記録（例） ※各学校において、活用しやすい形式に変更してよい。 

研修項目 （領域 ①～⑦）項目名 

日  時  令和  年  月  日（  ）   時  分～  時  分 

指導助言者           参加者  

研修内容 

 

 

成果・課題 
 

 

指導助言者 

所見 

 

 

 

確 認 欄 

校 長 副校長 教 頭 指導教員等  

    

 〈作成上の留意事項〉 

 １ 指導助言者は、初任者から記録を回収し、必要に応じて助言等を付した後、初任者に戻す。 

 ２ 初任者は、記録を資料とともに保管して活用する。 

 ３ 指導教員等は、期日を定め初任者から記録を提出させ、校長、副校長及び教頭に研修状況

の報告を行う。 
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14  初任者研修に係る協議会等について 

 

(1) 初任者研修等実施協議会 

初任者研修を円滑に実施するために教育センター所長を会長として、教育庁、関係学校の

校長及び各校長会の会長、学識経験者、市町村教育委員会教育長の代表等で構成する「福島

県初任者研修等実施協議会」が設置されている。 

実施協議会においては、別に定める「運営要領」に基づき初任者研修年間研修計画、初任

者研修の実施上の諸問題等について協議し、初任者研修の効果的な運営に資することを目的

として年１回開催される。 

 

(2) 初任者研修校長等連絡協議会 

① 校長連絡協議会 

初任者研修の実施計画及び実施上の諸問題を検討するため、初任者研修実施校の校長を

もって、年１回４月に開催される。旅費は教職員研修旅費で支給される。 

 

② 指導教員連絡協議会 

初任者研修の内容・方法等の課題について研究協議を行い、円滑かつ効果的な推進を図

るために、初任者研修拠点校指導教員及び一人配置校方式の校内指導教員、メンター方式

の研修コーディネーターをもって、年１回４月に開催される。旅費は教職員研修旅費で支

給される。 

 

③ 初任者研修拠点校指導教員・校内指導教員等研修会 

初任者研修の内容・方法等の課題について研究協議を行い、円滑かつ効果的な推進を図

るために、初任者研修拠点校指導教員及び校内指導教員、メンター方式の研修リーダーを

もって、年１回９月に開催される。旅費は教職員研修旅費で支給される。 

 

※ 上記各種協議会の他に、「初任者研修実施校等訪問」があり、年に２回、２域内の小・中学

校それぞれ各１校を訪問し、初任者研修の実施状況等の把握を行う。 

 


